
労務管理チェックリスト 

※の項目は、常時１０人以上の従業員を雇用している事業所に義務づけられています。 

◎の項目は、労働基準監督署の立入調査で指摘されやすい項目です 

内容 チェック欄 解説 

１．労働条件、雇用について     

◎ ① 

従業員を雇用する際、賃金・労働時間等

の条件について、労働条件通知書、労働

契約書、就業規則などの書面で提示して

いる 
はい いいえ 

わから

ない 

法令により、労働契約を結ぶときに従業員

に対して明示しなければならない労働条件

の項目が定められています。（労基法１５条

等） 

※ ②

有期労働契約の従業員を雇用する際、賃

金・労働時間等の労働条件に関し、労働契

約の期間、更新の有無、更新がある場合の

判断基準等を明示している 

はい いいえ 
わから

ない 

有期労働契約の場合には、労働契約の期間、

更新の有無、更新がある場合の判断基準な

ども明示する必要があります。（労基法１５

条） 

◎

※
③

就業規則を作成し、労働組合または従業

員代表の意見書を添付して労基署に届出

るとともに、従業員に周知している 
はい いいえ 

わから

ない 

常時１０人以上の従業員を雇用している場

合、就業規則を作成し、労基署に届け出ると

ともに、従業員に周知しなければなりませ

ん。（労基法８９条、１０６条） 

◎

※
④

就業規則を変更した場合は、労働組合ま

たは従業員代表の意見書を添付して労基

署に届け出るとともに、従業員に周知し

ている 

はい いいえ 
わから

ない 

就業規則を変更した場合にも、労基署に届

け出るとともに、従業員に周知しなければ

ならなりません。（労基法８９条、１０６条） 

 ⑤

所定労働時間は、週４０時間、１日８時間

（法定労働時間）以内としている 

はい いいえ 
わから

ない 

労基法では、休憩時間を除き、１日８時間、

週４０時間を超えて労働者を働かせてはな

らないこととされています。１日８時間、週

４０時間を超えて従業員を働かせる場合、

労使協定（３６協定）を結び、割増賃金を支

払う必要があります。（労基法３２条、３６

条、３７条） 

◎ ⑥

法定労働時間を超える時間外・休日労働

を行わせるにあたり、労使協定（いわゆる

３６協定）を締結し、労基署に届け出てい

る 

はい いいえ 
わから

ない 

１日８時間、週４０時間を超えて従業員を

働かせる場合、労使協定（３６協定）を結び

割増賃金を支払う必要があります。（労基法

３２条、３６条、３７条） 

 ⑦

労働時間が６時間超８時間以内の場合は

少なくとも４５分、労働時間が８時間超

の場合は少なくとも１時間の休憩時間を

労働時間の途中に確実に取得させている はい いいえ 
わから

ない 

労働時間が６時間を超える場合は少なくと

も４５分、８時間を超える場合は少なくと

も１時間の休憩時間を労働時間の途中に与

えなければなりません。また、休憩時間は、

原則として、一斉に与えるとともに、自由に

利用させなければなりません。（労基法３４

条） 



 ⑧

休日は、毎週１回又は４週を通じて４回

以上与えている はい いいえ 
わから

ない 

休日は、毎週１回または４週を通じて４回

以上与えなければなりません。（労基法３５

条） 

 ⑨

パートタイマーやアルバイトを含むすべ

ての従業員について、法定の年次有給休

暇を与えている 

はい いいえ 
わから

ない 

雇用した日から６か月間継続勤務し全労働

日の８割以上出勤した従業員に対し、法定

の年次有給休暇を与えなければなりませ

ん。また、１０日以上の年次有給休暇が与え

られる従業員に対しては、年に５日の年次

有給休暇を必ず取得させなければなりませ

ん（労基法３９条） 

２.帳簿・記録について     

 ①

労働者名簿・賃金台帳を作成し、保存して

いる 

はい いいえ 
わから

ない 

使用者は、従業員の氏名、生年月日、住所等

を記入した「労働者名簿」と、従業員の氏名、

労働日数、労働時間数等を記入した「賃金台

帳」を作成し、３年間保存しなければなりま

せん。（労基法１０７条、１０８条、１０９

条） 

 ②

従業員（管理職や裁量労働制の対象者を

含む）の労働日ごとの始業時刻・終業時刻

を確認し、労働時間を適正に記録・管理し

ている 
はい いいえ 

わから

ない 

労働時間の把握は、原則、使用者（または労

働時間管理を行う者）自ら現認するか、タイ

ムカードやパソコンの使用時間等の客観的

な記録により行う必要があります。やむを

得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

は、十分な説明や必要に応じた実態調査な

どの措置を講じることが必要です。 

 

 ③

年次有給休暇管理簿を備え、年次有給休

暇の取得日数の管理をしている 

はい いいえ 
わから

ない 

適正な賃金の支払いおよび年次有給休暇の

付与のため、従業員ごとの基準日、年次有給

休暇を取得した日付、取得日数を明らかに

した年次有給休暇管理簿を作成し、３年間

保存しなければなりません。（労基法施行規

則２４条の７） 

３.賃金について     

 ①

賃金は、通貨で、直接従業員に（同意に基

づき金融機関への振込も可）、毎月１回以

上、定期に、全額（税・社会保険料や賃金

控除の労使協定に定めるものは控除可）

を支払っている 

はい いいえ 
わから

ない 

賃金は、一部の例外を除き、通貨で、直接従

業員に毎月１回以上、一定の期日を定めて、

その全額を支払わなければなりません。 

 （労基法２４条） 

 ②

法定労働時間を超える時間外労働、休日

労働または深夜労働をさせたときは、そ

れぞれ２５％、３５％、２５％以上の割増

賃金を支払っている 

はい いいえ 
わから

ない 

月６０時間を超える時間外労働については

５０％以上の割増賃金を支払う必要があり

ます 

（労基法３７条） 



 ③

すべての従業員について、最低賃金額以

上の時間給を支払っている 

はい いいえ 
わから

ない 

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払わ

れる基本的な賃金であり、臨時に支払われ

る賃金、賞与、時間外・休日・深夜割増賃金、

通勤手当、家族手当などは含まれません。 

（最低賃金法４条） 

 

４.労働保険および社会保険     

 ①

すべての正社員について、労働保険（労災

保険・雇用保険）、社会保険（健康保険・

厚生年金保険）に加入している 
はい いいえ 

わから

ない 

労働保険（労災保険・雇用保険）は、原則と

して、従業員が１人でもいれば加入義務が

あります社会保険（健康保険・厚生年金）は

原則して、法人の場合、従業員数に関わらず

加入義務があり、個人事業主の場合、従業員

が５人以上いれば加入義務があります。 

 ②

パートタイマーやアルバイトの従業員に

ついて、勤務実態に即した適切な労働保

険および社会保険の加入をしている 
はい いいえ 

わから

ない 

労災保険は、パートタイマーやアルバイト

を含めすべての従業員に適用されます雇用

保険・社会保険は、所定労働時間や賃金等に

より加入の可否が異なります。 

５.職場の安全衛生について     

※ ①

安全衛生推進者または衛生推進者を選任

している 

はい いいえ 
わから

ない 

常時１０人以上５０人未満の従業員を使用

する事業場においては、安全衛生推進者ま

たは衛生推進者（業種により異なります）を

選任し事業場の（安全）衛生管理に関する業

務を担当させなければなりません。 

（労働安全衛生法６６条） 

◎ ②

常時雇用する従業員に対して、雇入れの

際、および年に１回、健康診断を行ってい

る 
はい いいえ 

わから

ない 

すべての事業者は、常時雇用する従業員に

対して、医師による健康診断を実施しなけ

ればなりません 

（労働安全衛生法６６条の８） 

 ③

長時間労働をしている従業員に対する医

師による面談指導を行っている 

はい いいえ 
わから

ない 

すべての事業者は、週当たり４０時間を超

える時間外・休日労働時間が１ヵ月当たり

８０時間を超え、かつ疲労の蓄積が認めら

れる従業員から申出があったときは、医師

による面接指導を行わなければなりませ

ん。 

（労働安全衛生法６６条の８） 

６.出産・育児・介護について     

 ①

妊産婦（妊娠中および産後１年以内の女

性）に対する時間外・休日・深夜労働免除

の制度を設けている はい いいえ 
わから

ない 

労基法に基づく母性保護規定として、妊産

婦の時間外・休日・深夜労働の制限、変形労

働時間制の適用制限、妊婦の軽易業務転換

等があります。 

（労基法６５条、６６条） 



 ②

女性従業員に対する母性健康管理措置と

して、妊婦健診等を受けるための時間の

確保、勤務時間の変更、勤務の軽減等の措

置を講じている 
はい いいえ 

わから

ない 

男女雇用機会均等法に基づく妊娠中及び出

産後の健康管理に関する措置として、女性

従業員に対して、妊婦健診等を受けるため

の時間の確保、勤務時間の変更、勤務の軽減

等の措置を講じなければなりません。 

（男女雇用機会均等法１２条、１３条） 

 ③

産前産後休業制度、育児休業制度、出生時

育児休業制度を設けている 

はい いいえ 
わから

ない 

使用者は、産前休業（産前６週）を請求した

従業員および産後８週を経過しない従業員

を就業させてはいけません。１歳未満の子

を養育する従業員から請求があった場合、

育児休業を与えなければいけません（延長

制度あり）。男性従業員から請求があった場

合、子の出生後８週間以内に４週間まで、育

児休業とは別に出生時育児休業を与えなけ

ればなりません。 

（労基法６５条、育児・介護休業法５条、６

条、９条の２，９条の３） 

 ④

妊娠・出産の申出をした労働者に対する

個別の周知・意向確認を行っている 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、妊娠・出産（男性従業員の場合は

配偶者の妊娠・出産）の申出をした従業員に

対して、育児休業制度、育児休業申出先、育

児休業給付に関すること、休業中の社会保

険料の取り扱いについて知らせるととも

に、面談等により育児休業取得の意向確認

を行わなければなりません。（育児・介護休

業法２１条） 

 ⑤

育児休業を取得しやすい雇用環境を整備

している 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、従業員の育児休業の申出が円滑

に行われるようにするため、研修、相談体制

の整備、育児休業の事例収集およびその提

供、育児休業制度とその取得促進に関する

方針の周知のうち、いずれかの措置を講じ

なければなりません（育児・介護休業法２２

条） 

 ⑥

仕事と育児の両立支援のための制度（子

の看護等休暇、所定外労働制限、時間外労

働制限、深夜業制限、３歳未満の子を養育

する労働者のための所定労働時間短縮の

措置、３歳以上小学校就学前の子を養育

する労働者のための柔軟な働き方を実現

するための措置）を設けている 

 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、３歳未満の子を養育する従業員

のための短時間勤務制度および３歳以上小

学校就学前の子を養育する従業員のための

柔軟な働き方を実現するための制度を設け

なければなりません。また、一定の年齢の子

を養育する従業員は、子の看護等休暇・所定

外労働制限・深夜業制限の制度を、その申し

出により利用することができます。 

（育児・介護休業法１６条の２，１６条の

８，１７条、２３条、２３条の３等） 



 ⑦

子が３歳になるまでの適切な時期に、柔

軟な働き方を実現するための措置につい

ての個別の周知・意向確認を行っている 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、３歳未満の子を養育する従業員

に対して、子が３歳になるまでの適切な時

期に、柔軟な働き方を実現するための措置

として事業主が選択した制度等についての

周知と制度利用の意向確認を行わなければ

なりません。（育児・介護休業法２３条の３） 

 

 ⑧

介護休業制度を設けている 

はい いいえ 
わから

ない 

要介護状態にある家族を介護する従業員か

ら請求があった場合、介護休業を与えなけ

ればいけません。対象家族１人につき、３回

を限度として、通算９３日まで休業するこ

とができます。（育児・介護休業法１１条、

１２条） 

 ⑨

仕事と介護の両立支援のための制度（介

護休暇、所定外労働制限、時間外労働制

限、深夜業制限、所定労働時間短縮等の措

置）を設けている 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、要介護状態にある家族を介護す

る従業員のため所定労働時間短縮等の措置

を講じなければなりません。また、要介護状

態にある家族を介護する従業員は、介護休

暇・所定外労働制限・時間外労働制限・深夜

業制限の制度を、その申出により利用する

ことができます。 

（育児・介護休業法１６条の５，１６条の

９，１８条、２３条等） 

 ⑩

介護に直面した旨の申出をした労働者に

対する個別の周知・意向確認を行ってい

る 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、介護に直面した旨の申出をした

従業員に対して、介護休業および仕事と介

護の両立支援のための制度、休業・制度の申

出先、介護休業給付に関することについて

知らせるとともに、面談等により休業取得・

制度利用の意向確認を行わなければなりま

せん（育児・介護休業法２１条） 

 ⑪

介護に直面する前の早い段階（４０歳） 

で、介護休業および仕事と介護の両立支

援のための制度について情報提供してい

る 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、従業員が４０歳になったときに、

介護休業および仕事と介護の両立支援のた

めの制度について情報提供しなければなり

ません。（育児・介護休業法２１条） 

 ⑫

介護休業および仕事と介護の両立支援の

ための制度を利用しやすい雇用環境を整

備している 

 

はい いいえ 
わから

ない 

事業主は、従業員の介護休業および仕事と

介護の両立支援のための制度利用の申出が

円滑に行われるようにするため、研修、相談

体制、介護休業取得・両立支援利用の事例収

集およびその提供、介護休業・両立支援制度

とその取得促進に関する方針の周知のう

ち、いずれかの措置を講じなければなりま

せん。（育児・介護休業法２２条） 

 



７ハラスメント対応について     

 ①

セクシャルハラスメントの防止措置（相

談窓口等）を講じている 

はい いいえ 
わから

ない 

すべての事業主は、セクシャルハラスメン

トを防止するため、従業員からの相談に応

じ、適切に対応するために必要な体制の整

備その他の雇用管理上必要な措置を講じな

ければなりません。 

（男女雇用機会均等法１１条） 

 ②

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関す

るハラスメントの防止措置（相談窓口等）

を講じている 

はい いいえ 
わから

ない 

すべての事業主は、妊娠・出産・育児休業・

介護休業等に関するハラスメントを防止す

るため従業員からの相談に応じ、適切に対

応するために必要な体制の整備その他の雇

用管理上必要な措置を講じなければなりま

せん。 

（男女雇用機会均等法１１条の３、育児・介

護休業法２５条） 

 ③

パワーハラスメントの防止措置（相談窓

口等）を講じている 

はい いいえ 
わから

ない 

すべての事業主は、パワーハラスメントを

防止するため、従業員から相談に応じ、適切

に対応するために必要な体制の整備その他

の雇用管理上必要な措置を講じなければな

りません。 

（労働施策総合推進法第３０条の２） 

 


